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8.2 定期点検調書（記入例） 

埼玉県では、独自で作成した点検調書を活用し、効率的な定期点検の実施を進めています。 

 

【解説】 

  埼玉県では点検の効率化を目的に、「橋梁定期点検要領 H31.3（国土交通省道路局国道・防災課）」お 

よび「道路橋定期点検要領 H31.2（国土交通省道路局）」を基本として点検調書を新たに作成しました。 

なお、点検調書は「埼玉橋梁メンテナンス研究会」にて検討し作成したものです。 

 

※「埼玉橋梁メンテナンス研究会」： 

  埼玉県内の道路橋の維持補修の今後について広く意見を収集すると共に、その保全施策や保全 

  技術に対して検討・研究を行うこと及び、県内橋梁技術者育成により県内橋梁の保全の効率化 

  に貢献することを目的に、産官学連携で組織された研究会です。 

 

 研究会構成員：・埼玉大学研究機構レジリエント社会研究センター  睦好 宏史 教授 

                                 奥井 義昭 教授 

                                 松本 泰尚 教授 

                                  牧  剛史 教授 

        ・国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所 

        ・埼玉県 県土整備部 

        ・さいたま市 建設局 土木部 道路環境課 

          ・埼玉県建設コンサルタント技術研修協会 

 

本項では、埼玉県で作成した点検調書の記入例について掲載します。なお、点検調書は毎年更新される 

可能性があるため、県道路環境課から発出される通知を確認し、対応してください。 
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8.3 概算直接工事費 

（1）本工事費について 

  本項は、橋梁部材の損傷に応じた標準的な補修・補強工法の概算直接工事費を示したものです。 

  ただし、ここに示す費用は標準的な橋梁形式を対象に歩掛により設定したものです。橋梁の規模や形式、 

制約条件が大きく異なる場合は、大きな誤差を生じることがある旨に留意してください。 

 また、本項に示す工事費には、共通仮設費等の間接費は含まないものとします。 

 

 

（2）概算直接工事費 

表 8.3.1 概算直接工事費（鋼部材）※1 

部位 工種 直接工事費 備考 

鋼部材 1 種ケレン＋塗装塗替え 9,000 円／㎡ 土木コスト情報 2019.1 P.347 

当て板補強工 (※2) (190,000 円／箇所) 橋梁架設工事の積算 H29 P.875 

ボルト取替え工 (※3) (180,000 円／橋) 橋梁架設工事の積算 H29 P.873 

足場工 吊足場 (※4) 8,000 円／㎡ 橋梁架設工事の積算 H29 P.849 

橋脚回り足場 (※5) 11,000 円／㎡ 橋梁架設工事の積算 H29 P.852 

※1：上記単価は橋面積当りの金額を示し、材料費、労務費、諸雑費を含みます 

※2：1 箇所あたり鋼桁孔明工および高力ボルト本締工 20 本と仮定 

※3：1 工事 180 本以上の場合 

※4：供用月数 6 ヶ月を仮定 

※5：供用月数 3 ヶ月を仮定 

 

表 8.3.2 概算直接工事費一覧（コンクリート部材）※1 

部位 工種 直接工事費 備考 

コンクリート部材 ひびわれ注入工 9,000 円／m 橋梁架設工事の積算 H29 P.987 

断面修復工（左官工法） 2,500,000 円／  橋梁架設工事の積算 H29 P.983 

表面被覆工（有機系） 8,000 円／㎡ 土木コスト情報 2019.1 P.417 

表面含浸工 

（ケイ酸ナトリウム系） 
5,000 円／㎡ 土木コスト情報 2019.1 P.435 

連続繊維接着工（2 層） 44,000 円／㎡ 土木コスト情報 2019.1 P.444 

足場工 吊足場 (※2) 8,000 円／㎡ 橋梁架設工事の積算 H29 P.849 

橋脚回り足場 (※3) 11,000 円／㎡ 橋梁架設工事の積算 H29 P.852 

※1：上記単価は橋面積当りの金額を示し、材料費、労務費、諸雑費を含みます 

※2：供用月数 6 ヶ月を仮定 

※3：供用月数 3 ヶ月を仮定 
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8.4 補修・更新の着眼点リスト 

 

補修・更新の着眼点リスト

該当する項目が多いほど、架換えとした方が良いと思われるものです。

項目 ポイント 構造性 機能性 経済性

□ 1
対象橋梁は
廃止にできないか

橋の下を利用していないなど、橋である必要がない
ところかどうか
バイパス計画の場合、用水路等を集約化して橋に
しない選択も必要

□ 2
対象橋梁は
集約化できないか

他の橋（管理者が違う橋でも）へ交通転換を考える
ことができないか

□ 3
供用開始後50年以上経過して
いるか

目安として供用開始から５０年以上が経過している
場合、

□ 4 損傷度合はどのくらいか
一般的には点検結果Ⅲ判定以上で架換えの検討
を行う

□ 5
設計荷重を増加させる必要があ
るか

耐荷性能の向上を修繕で対応可能か。

□ 6 耐震性能の向上について
耐震補強を行うと河積阻害を起こす可能性がある
といったことに着目する

□ 7
耐震補強を計画しても所定の強
度が発現できない場合

耐震補強に適さない構造の場合、所定の耐震性
能を確保できない場合もある

□ 8 ライフサイクルコストとの比較 更新費との比較して安価な方を採用

□ 9
第三者被害を及ぼす箇所があ
るか

跨道橋、跨線橋や桁下空間を駐車場など利用して
いるか。点検や修繕に費用が多くかかる場合など

□ 10 塩害による部材の腐食
埼玉県では飛来塩分が少ないが、凍結防止剤な
どで塩害と同程度になる

□ 11
鋼部材が腐食が進行している場
合

断面修復等では対応しきれない箇所が多くある場
合

□ 12 PC部材の緊張力不足
ＰＣ鋼材に沿ったクラックや主桁端部側面のクラッ
クがある場合。点検判定とも比較

□ 13 橋脚、橋台にクラック
下部工に致命的な損傷がある場合、補修だけでは
対応できない場合がある。

□ 14
主桁のコンクリート剥離、鉄筋露
出

主要部材である主桁で、応力集中箇所に剥離や
鉄筋露出がある場合、補修だけでは機能回復が難
しいケースもある

□ 15 道路改築計画の一部であるか
本橋に歩道を付ける場合、側道橋での対応となる
が、架け替えも考慮できる。

□ 16 現行基準類との不整合
道路幅員、勾配及び河川計画等と既存不適格と
なっていないか。

点検結果や実橋を見たとき、古いし損傷箇所も多いし、架換えたほうがいいのかな？と思ったり、架換える時にはど
んなことに目を向ける必要があるのかな？と思ったりした場合、このリストを参考としてください。

チェック
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8.5 通知文集（県土整備部 道路環境課） 

  手引きの内容に係る県土整備部道路環境課からの通知文を以下のとおり整理します。 

 

  1）橋梁の塗料に含まれる鉛等有害物質の分析調査について（通知）  ････････････････ 

    2）老朽化等により架換えを検討する橋梁の取扱いについて（通知）  ････････････････ 

3）跨線橋（鉄道を跨ぐ橋梁の跨線部）について（事務連絡）  ･･････････････････････ 

4）行政区域の境界に係る工事施工時の注意について（事務連絡）  ･･････････････････ 
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事 務 連 絡 

平成 30 年 9 月 26 日 

各県土整備事務所 道路環境担当部長 様 

 

道路環境課防災担当主幹 

 

跨線橋（鉄道を跨ぐ橋梁の跨線部）について 

 

跨線橋の点検及び修繕工事（耐震補強工事を含む）の計画は、国道国第 129 号（平成 28

年 10 月 28 日）「道路法施行規則の一部改正について」に基づき国土交通省大宮国道事務所

が、各道路管理者の予定をとりまとめた上で各鉄道事業者と協議をしています。 

年度当初に時点修正を依頼した計画表については、第 1 回埼玉県道路メンテナンス会議

（道路鉄道連絡部会）にて一部修正がありましたが、各鉄道事業者の承認を得られました。 

大宮国道事務所より承認された資料が送付されましたので情報提供します。 

つきましては、来年度以降点検や修繕工事等の予定がある鉄道跨線橋については計画表

を基に、各鉄道事業者と調整を進めるようお願いします。 

 

【作業内容】 

○計画表の確認 

・931 に計画されている点検・修繕等が計画通り実施できない場合は、その旨を鉄道会

社管理事務所（担当者）に伝え、次年度にスライド等出来るのか調整をお願いします。 

また、変更が生じた際には防災担当までご連絡願います。 

 

○931 に点検・修繕等が計画されている跨線橋については、鉄道事業者と事前調整をお願

いします。 

担 当 

防災担当  永田、平田 

       （内 ５１０７） 
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【参考：跨線橋の取扱い】 

○点検 

[JR]JR が受託するが診断は受託の範囲に含まれていない。そのため、取付け部の点検等で

委託しているコンサルに診断を依頼して下さい。 

931 点検予定の橋梁についてはメンテナンス会議の際に資料を提出し、概算金額算出依

頼済み。既に調整を進めている事務所もあると思いますが、実施の調整をお願いします。

また、概算金額が JR より送られて来た後、防災担当まで連絡をすること。 

[民鉄]点検については、基本県が実施。ただし跨線部の立入りは鉄道事業者と立会いが必要

になるため鉄道事業者と協議が必要になります。 

 

○設計 

・道路構造物についての工事内容に責任は持てないとのことから、原則鉄道事業者は設

計を受託しない。 

・JR については、設計による跨線部への立入りは認められていない。 

・復元設計が必要等で設計できない場合は受託を受け入れるか相談に乗るとのこと。 

・点検の実施協議の際、修繕が必要となった場合を想定し設計受託可能か、工事の事前

協議に向けてどのレベルの設計書・図面が必要かを調整しておく事が望ましい。 

（設計で更に近接点検が必要となると、点検時と同じような時間と予算を要する事が見

込まれるため、点検調書から工法等を決める程度での工事委託が可能かなど調整をし

てほしい） 

○工事 

・架線内へ影響ある場合、基本は鉄道事業者が受託施工する。 

・跨線部の工事が予定されている場合、前年度（前々年度）より個別協議を開始する。 

・工事の工法や範囲を明示し、鉄道事業者が受託するのかも含めて施工方法について検

討する。 

・鉄道事業者が受託施工する場合は、概算金額や工期等の算出依頼をし協定締結に向け

た個別協議を進める。 

・施工年度当初に協定を締結。 
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